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沖縄戦における住民虐殺の実相
　山口剛史（沖縄から平和教育をすすめる会事務局長・琉球大学）
はじめに

沖縄戦は、日本国内において一般住民を巻き込んだ３ヶ月を超える激しい地上戦でした。ここで日本軍（皇軍＝天皇の軍隊）は、自国民である沖縄住民に対して数々の残虐行為を行いました。このことは、「軍隊は住民を守らない」という教訓を生み出しました。
そして現在、本日のテーマである「南京大虐殺」、「従軍慰安婦の強制連行」とともに日本の保守勢力、靖国派によって、沖縄戦の実相がわい曲されようとしています。２００７年に起こった高校日本史教科書検定問題は、その最たるものでした。彼らは、日本軍の加害性を消し去り、「戦争のできる国づくり」をすすめようとしています。沖縄県民は９月２９日１１万６０００人の大集会を成功させました。現在、全国の市民グループとともに、日本政府、文部科学省を包囲し、「沖縄戦の真実を次代に」という声は、全国的なものとなっています。この動きは、全国の良識的な市民に大きな力を与えています。そして教科書検定制度を揺るがしかねない動きとして今も闘いが続いています。
本日の報告では、「皇軍による住民虐殺」の事例とその背景を紹介します。

１．沖縄・沖縄戦の特徴
まず、沖縄戦の特徴について述べておきたいと思います。沖縄が日米の戦場となった理由の一つに、沖縄の地理的位置の重要性があります。沖縄本島の那覇を中心に2000km以内に、東京、平壌、ソウル、北京、香港、マニラがあります。東京・マニラ・朝鮮半島はB29爆撃機の攻撃圏内となり、アメリカにとって日本本土攻略の重要な拠点として位置付けられました。その戦略的重要性は、対ソ・中国に対するものとなり、「太平洋の要石（Keystone of pacific）」と呼ばれ、朝鮮戦争、ベトナム戦争、湾岸戦争そしてイラク戦争と常に発進基地として、冷戦体制の中枢として重要な役割を担ってきました。この地理的特徴が、当時の天皇・政府・軍部にとっては、一日でも本土攻略を遅らせるための時間稼ぎを生むことになりました。そのため、軍部は３ヶ月を越える住民を巻き込み、住民を楯にしてでもアメリカ軍を足止めすることにしました。このことを本土決戦のための「捨て石作戦」と表現しています。沖縄戦は、「国体護持」つまり天皇制存続のための戦闘でした。沖縄は、支配層にとっては守るべき「本土＝皇土」ではありませんでした。

次に、沖縄戦は、多くの住民を動員した総力戦でした。１９４４年３月に沖縄守備軍、第32軍が設置され、はじめて沖縄に本格的な軍隊配備、陣地構築が開始されました。天皇の軍隊は、兵力不足を補うため一般住民を臨時召集し防衛隊として動員しました。その数は、２万５０００人以上と言われています。また、鉄血勤皇隊として師範学校の男子学生を、補助看護婦として女子学生を動員しました。このような方法を「根こそぎ動員」と呼んでいます。また１万名と言われる朝鮮人が軍夫として、陣地構築のため沖縄に連れてこられました。軍隊の慰安所も１２０カ所以上確認されており朝鮮人女性が５００人ほど慰安婦として性的奴隷とされました。また、陣地構築等に多くの民間人を徴用し、食糧・物資の供出を強制しました。
２．住民虐殺の実相
沖縄戦の住民犠牲の特徴は、軍隊よりも多く犠牲者があったことです。犠牲者数は、正確な数字はいまだ不明ですが、日米合わせて２０万人以上が犠牲となった中で、一般住民９万４０００人以上が死亡し、沖縄県出身軍人軍属の犠牲者数２８,２２８人をあわせると、犠牲者の半数以上は沖縄県出身者ということになります。その中でも、皇軍によって「虐殺」された住民が数多くいたということです。「皇軍による住民虐殺」とは、文字通り沖縄住民をさまざまな理由で虐殺した例です。その内容は、スパイ嫌疑、拷問、食糧強奪、壕追い出し、幼児処分、収容所襲撃と多岐にわたります。具体的な事実をいくつか紹介します。戦況が不利になってくると、皇軍は沖縄住民にその責任を向けるようになりました。聴覚障害者が砲弾の音が聞こえなく、外を歩いていたため、砲撃を誘導しているとして殺害されたりする例もあります。障害者が砲弾の飛び交う戦場に遺棄された例も多くあります。沖縄本島南部では、一般住民が避難しているガマ（自然洞窟）に敗残兵となった皇軍兵士がやってきて、住民を砲弾の降る地上に追い出しました。米軍に投降しようとした住民、兵士を後ろから銃殺する、斬殺しました。また、収容所にいた住民の所に突然やってきて、全員を小屋から出し集まった住民に手榴弾を投げ３０人近くを殺害しました。その収容所にあった食糧がなくなったことから、食糧目的で住民を虐殺したものと言われています。久米島という離島では、軍の力を示すため、罪もない谷川昇さん一家７人が朝鮮人（夫の昇さんは釜山出身で具仲会という名）というだけで１歳に満たない赤ん坊まで虐殺された。彼らが殺されたのは、戦争が終わった８月２０日でした。
また、沖縄戦の時、「集団自決」（強制集団死）と呼ばれる事件が沖縄各地で発生しました。「集団自決」とは、住民が強制的に死に追いやられたもので、家族どうし住民どうしがお互いに殺し合うという悲惨な事例でした。このような状態に至る理由として、敵に対する恐怖と追いつめられた者の絶望感、徹底した皇民化教育などが挙げられています。しかし、住民が死に至るには、「皇軍の存在」と、そして「皇軍による命令・強制・強要・誘導」が重要でした。沖縄に配備された第３２軍は、「軍官民共生共死の一体化」を方針として掲げ、上陸前から、「捕虜になったら男は戦車でひき殺され、女は強姦されて殺される」という話を吹き込み、兵隊と同様「捕虜になるくらいなら自決しなさい」と指導してきました。そのような中、部隊より村役場の職員（兵事主任、兵事係という徴兵を司る役職）に軍隊の武器である手榴弾が配布されるなどしました。そのような複雑な要因が重なりあって、家族どうしが殺し合うという悲劇が各地で起こりました。親や妻をカミソリや鎌などで首などを切る、縄による集団での首つり、手榴弾による自殺が行われました。これらの話は、死にきれなかった遺族が重い口を開いて明らかになったものです。沖縄住民は決して「お国のためを思い、その犠牲的精神の発露」から死んだわけではないのです。これは、「皇軍による住民虐殺」と同根同質のものと沖縄では認識されています。
３．住民虐殺の要因

それでは、このような虐殺はなぜ起こったのでしょうか。このような虐殺の要因の一つとして言われているのが、沖縄県民に対する「スパイ視」です。第３２軍の司令官であった牛島満は、第３６旅団長として１９３７年南京攻略に関わった人物です。彼は、就任後の「訓示」の中で、「防諜に注意すべし」と陣地・兵力等の情報管理の徹底を指導しました。しかし、住民を数多く動員し、陣地構築等をさせていたため、住民は陣地の場所、兵力の情報を知る、軍事機密を知ることになりました。そのような中、軍民雑居の戦場となる中で、投降した住民から軍の機密が漏れるのを極度に恐れました。そのため、兵隊の理解できない「沖縄方言」で話すことを禁止し、まして住民に投降することを許さず、死を強制し、投降しようとする者を虐殺したのです。実際に、軍の命令文書で、「沖縄語を使って談話したものはスパイと見なして処分する」というものが残されています。皇軍は、一般住民を「総スパイ視」したのです。
もう一つが、日本軍の組織的体質です。皇軍兵士は、自分達の生命を優先した行動を各地でとりました。多くの沖縄住民が、避難していたガマ（自然洞窟）から追い出され、砲煙弾雨の地上に放り出されました。敗残兵となった兵士は、「自分達は最後まで戦わなければいけない、お前達は出て行け」と避難壕から追い出し、食糧を奪いました。このような住民の生命、財産を略奪することが当たり前であり、自分達の命のためなら県民を平気で犠牲にするということは、彼らが中国大陸でやってきたことそのままでした。地上戦闘が始まる前から、皇軍兵士による強姦、略奪、将校による現地妻の確保などが起こっていました。

これらは、沖縄出身の兵隊にも同様のことが言えます。本土出身の兵隊が沖縄住民を抑圧しただけでなく、沖縄出身兵が沖縄住民を抑圧し、斬殺しました。彼らは全て皇軍であり、天皇の軍隊として教育され、虐殺を遂行したのです。これには、沖縄県の行政、地域のリーダーも積極的に関わった部分もあります。しかし、この点が沖縄戦研究の中で明確に指摘され、沖縄県民の加害的責任が追及されているとは言い難い状況にあります。
これらの住民犠牲から、沖縄県民は「軍隊は決して住民を守らない」という教訓を導きました。これが沖縄の平和運動、反基地運動の一つの理念ともなっています。「国民の生命、安全を守る」という名目で存在する軍隊は、「人殺しの集団」の組織です。それは構造的に人権を抑圧するものであり、国民１人１人の命を守るために存在するのではなく、国家体制の維持のために存在することを沖縄戦での具体的な戦闘状況が証明したのです。
４．現在の状況
沖縄の戦後補償・歴史総括について少し紹介したいと思います。
まず指摘したいことは、日本政府は戦後補償の中で事実を歪めて補償をしたという点です。沖縄戦犠牲者の補償は、「軍人恩給法」に代わって制定された「戦傷病者戦没者遺族等援護法」によりなされました。この法律は、軍人、軍属、「準軍属」に対する補償として行われ、沖縄住民にも適応が拡大したものです。適応のためには、積極的戦闘協力をした「戦闘参加者」として認定される必要があり、上述した住民犠牲を変質させるものとなりました。具体的には「壕追い出し」→「壕提供」、「食糧強奪」→「食糧提供」などである。このように「援護法」適用を巡って、皇軍による虐殺、死の強制は、軍と共に戦った名誉ある死へと歪曲されました。この点が、沖縄戦の実相を歪める一要因となっています。
その結果、犠牲者に対して等しく国家賠償が行われ、補償されるという事態に至っていません。戦時遭難船舶犠牲者など、未だ日本政府がその責任を認めていないものもあり、一部責任を認めた「戦争マラリア」（皇軍がマラリア有病地帯へ強制移住させた事件）についても個人補償をしていません。海外犠牲者・被害者の個人賠償とともに、天皇の名において遂行された侵略戦争の責任を認め、等しく個人に賠償し補償することが重要な課題となっています。
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１．冷戦の犠牲の島、済州島

1948年、朝鮮半島
南端の島である済州島に狂乱の嵐が吹き荒れた。人間が人間に加えうる最も残酷な方法で数多くの人々が虐殺された。済州島の住民らは米軍政が実施した南朝鮮単独選挙を「朝鮮半島を南と北に永久に分断させる選挙」であるとして反対に立ち上がったところ惨たらしい犠牲を払うこととなったのである。犠牲者は３万人近かった。当時の島の住民を27万人とすると、９人に１人が犠牲になったわけである。

米軍政期である1948年の済州島は戦場ではなかった。それにもかかわらず公権力によって戦争状況をはるかに超える虐殺劇が繰り広げられた。死亡者のうち90％近くが軍人や警察などで構成された討伐隊の銃剣によって犠牲となった。

戦争中にも軍法がある。敵軍と交戦中であるとしても相手側が戦闘を続ける能力がない場合にはむやみに殺害してはならず、捕虜についてもこれを保護する国際協約が存在する。しかし1948年の済州島においてはこのような基本的鉄則が徹底的に無視された。法を守るべき公権力が数知れず法を犯した。裁判手続きもなしに非武装の民間人らに対する大量虐殺が繰り広げられ、甚だしくは生まれたばかりの赤ん坊から老人たちまで凄惨な形で虐殺された。

米軍がヴェトナム戦争の際にある村を襲って住民を虐殺した「ミライ虐殺事件」は記憶されているだろう。この事件で世界の世論は沸き立った。このような類型の良民集団虐殺は済州島のあちこちで起こったが、外部には知られなかった。

かつて軍事政権は4・3事件を「共産暴動」として罵倒し統制した。80年代の全斗煥政権期まで高校の教科書には「北朝鮮共産党に使唆されて発生した済州島の暴動事件」と規定されていた。そして誰もその実像について語ってはならない事件として抑圧された。

しかし世界の人々の目には4・3の姿はそのように映りはしなかった。1975年に米国のハーバード大学で4・3事件を研究し、修士学位を取った米国の学者ジョン・メリル（John Merrill）は彼の論文において「世界のどこにも第二次大戦後の占領軍に対して済州島のように激烈な民衆の抵抗が噴出したところはなかった」と結論を下している。

日本の読売新聞は1992年に、20世紀に発生した世界の重要事件の一つとして4・3事件を選定し特集記事として取り上げた。読売新聞側は選定理由について、済州島のような狭い空間で数万人の民間人が虐殺された点、このような重大な事件が韓国内でさえきちんと知られることなくタブー視されている点などを挙げた。読売新聞は特集記事において「済州4・3事件に対する再評価は韓国中央政府の民主化と情報公開の水準に比例する問題」であると指摘している。

その後済州島民らの粘り強い要求によって金大中政権時期である2000年１月に「済州4・3事件真相糾明特別法」が制定された。国務総理を委員長とする真相糾明委員会が発足し、二年余りの調査を経て真相調査報告書が確定された。真相調査報告書は4・3事件を「国家の公権力による人権蹂躙」と新たに規定した。

2003年10月、盧武鉉大統領は済州島を訪問しかつての国家権力の過ちについて遺族と済州島民に公式謝罪をするに至る。このようにして冷戦時代の代表的な国家暴力事件である済州4・3は五十年余りを経て日の目を見たのである。

２．4・3はなぜ起こったのか？
この疑問に答えるにはまず解放空間
へと入っていく必要がある。解放直前の済州島は日本軍の要塞と化しており、済州島民たちは死を目前にしていた。日本帝国主義が米軍との最終決戦をすべく日本兵７万の大群を済州島に配置したためである。しかし日本が1945年８月15日に無条件降伏することで済州島での激戦は避けられた。済州島民らは沖縄のように火の海と化す一髪触発の危機から脱し解放されたのである。

解放を迎えるや済州島は帰還人口が急激に増大した。日帝はそれ以前に朝鮮から安価な労働力を抜き出すことのできる「最良の労働力市場」として済州島を選択していた。そして1920年代から済州～大阪間の直行航路を開設した。太平洋戦争期間中にも済州の若者たちが工場労働者や戦時労務者などとして日本や戦場へと送られた。彼/女らが45年から46年の間に帰還したわけだが、その数は少なく見積もっても６万人に至った。人口変動率25％は全国で最も高いものであった。

彼/女らが故郷で地域住民らとともにまず最初に行ったのは建国準備のための自治活動と村ごとに学校を建てる教育活動だった。しかし解放によって高まっていた期待感は長続きすることなく崩れ始める。６万人にのぼる帰還人口の就職難、生活必需品の不足、コレラによる三百人余りの死亡、大凶作と米穀政策の失敗などの悪条件が重なったのである。とりわけ日帝警察の軍政警察への変身、密輸品の取締りを建前とした軍政官吏らの不正利益追求などが民心を刺激していた。

このような雰囲気のなか1947年、「3・1発砲事件」が起こった。済州邑内で3・1節デモの群集に対し外部から派遣されてきた警察が発砲、六人が死亡し八人が重傷を負う事件が発生したのである。当時軍政当局は左翼系列の扇動によってデモの群集が警察署を襲撃しようとしたためやむなく発砲したと発表した。しかし六人の死亡者が実際には小学生、赤ん坊を抱えた女性、壮年農夫など大部分が見物の群集であるという事実が明らかになるなかで済州島民たちは憤激した。

事件発生十日後である３月10日から済州では世界史的にも珍しい官民合同の大規模ゼネストが展開された。このストライキは発砲警官の処罰、警察首脳部の引責辞任、犠牲者遺族への補償などを要求していた。ストライキには道庁をはじめとし道内の156の官公署・国営企業・団体などが参加した。道内の全小中学校が抗議休校を行い、商店などもこれに応じてシャッターを下ろした。済州出身の警察官66人もストライキに参加した。

事態が容易ならぬと判断した米軍政は済州島が「赤い島」であるという烙印を押し、外部の物理力を動員して武力で鎮圧し始めた。３月だけで本土から応援警察421人と極右団体である西北青年会の団員らが大挙押し寄せた。道知事は極右派である外部の人間へと挿げ替えられた。本土から派遣された応援警察と西北青年会団員らは「アカを掃討する」という美名のもと少しでも怪しい住民を無慈悲に連行、投獄、拷問した。

一ヶ月間の検束の結果500人余りが逮捕され、4・3武装蜂起直前までの一年の間に2,500人が拘束された。とりわけ1948年３月に入ると警察に連行された中学生ら三人が拷問で立て続けに死亡する事件が発生し済州島の雰囲気は一層険悪となった。わずかな刺激でも爆発しそうな緊張感が立ち込めた。

1948年に朝鮮半島は統一国家へと向かうのか、分断国家へと向かうのかという問題について世論が沸騰していた。当時の済州島の雰囲気は分断に反対する世論が優勢であった。南朝鮮労働党済州島委員会は軍政当局に背を向けた民心を利用して1948年４月３日早朝、弾圧に抗し民族的念願である統一国家建設を妨げる5・10単独選挙に反対するというスローガンを掲げて武装蜂起を起こした。

その年の５月10日に[38度線以南地域で]全国的に実施された制憲議員総選挙において、済州島ではボイコットにより投票率が過半数に至らず無効処理された。済州島は南朝鮮地域内で唯一5・10単独選挙を拒否した地域として歴史に残ることとなった。しかし単独選挙を推進してきた米軍政にとって彼らの政策を拒否した済州島は極めて目障りな存在となってしまった。流血の事態はここから胎動し始めた。そしてその核心には「焦土化作戦」があった。

３．焦土化作戦と民間人集団虐殺

米国のニューヨークタイムズは4・3特別法制定以後4・3事件に対する韓国政府レベルでの真相調査が本格的に着手された直後である2001年10月24日付けの新聞で「南朝鮮の国民らは48年の虐殺の真実を探求している（South Koreans Seek Truth About ’48 Massacre）」という見出しの下4・3事件について大々的に報道した。ニューヨークタイムズは、1948年に南朝鮮で実施された選挙において済州島でだけ唯一ボイコットされるや「南朝鮮にいた米国の司令官らは憤慨し、その後米軍政に参加していた南朝鮮の指導者らは共産主義者のアジテーターと目される島の住民らを「一掃する作戦（a campaign to cleanse）」を展開した」と報じた。

ここに表現された「一掃する作戦」とは、4・3当時済州島を覆い尽くした「焦土化作戦」を意味するものと思われる。焦土化作戦は1948年10月17日に宣布されたEQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(そん・よちゃん),宋尭讃)連隊長の布告から始まった。宋尭讃はこの日「政府の最高指令」に従って「海岸線から５キロ以上離れた中山間地帯を通行する者は暴徒とみなし理由の如何を問わず銃殺する」という布告を発表した。済州島の地形状「海岸線から５キロ以外の地点」とは特定の山岳地帯ではない。海岸の村落を除いた百を超える中山間村落がこれにあたる。

では「討伐対象」となっていた武装隊（ゲリラ）は果たして何人ほどだったろうか。各種の資料を分析してみると大体において「500人内外」とされている。それなのに4・3の進行過程において数万人の済州島民が犠牲となった。

1948年４月３日の武装蜂起から鎮圧軍が焦土化作戦を敢行する９月末までの六ヶ月間の人命被害は千人を超えなかった。しかし10月以降鎮圧軍によって焦土化作戦が展開されるなかで済州島はそれこそ「血塗られた島」となってしまった。人命被害を多少縮小した印象を与える米軍の情報報告書も「1949年３月現在死亡者数は15,000人と推定される」としており、1948年10月以降人命被害が集中的に発生したことを示唆している。

討伐隊は海岸線から５キロ以外の中山間地帯を「敵地」とみなせという作戦命令に従って百を超える中山間村落に火を放った。焼失した家屋は３万９千軒と推算されている。老若男女を問わず住民を虐殺するケースが多かった。また海岸村落においても、家族のうち一人でもいなければ「逃避者家族」という烙印を押し、その親兄弟を身代わりに処刑する蛮行を行った。裁判も経ないままに無垢な良民たちが犠牲となったのである。この事件は1954年に漢拏山への立入り規制が解除されることで六年にして幕を下ろした。

済州4・3事件に始めて接する人々は、孤島で起こった武装蜂起がなぜそれほど長期化したのか、軍と警察はなぜそのように無謀な強硬作戦を繰り広げたのか、住民の被害を減らす方法はなかったのかについて疑問を抱く。これについて、済州島が日帝の最終決戦地として要塞化されていた点、「原因には興味はない。わたしの使命は鎮圧のみ」というブラウン（Brown）大佐（1948年５月以降鎮圧軍司令官）の言及に見られるように、鎮圧軍が島の住民を無視し蔑視したところにその理由を見出すことができるように思われる。

五ヵ月後に樹立された南朝鮮政府もまた事件の早期鎮圧にのみ汲々としていた。戒厳令を宣布して無差別虐殺を恣にすることで武装隊と関わりのない住民たちさえも討伐隊を避けて雪の積もる漢拏山へと登り、そして殺された。

この虐殺劇の第一次的責任は直接焦土化作戦を実行した連隊長である宋尭讃と後任の連隊長であるEQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(はむ・びょんそん),咸炳善)にある。この両者には日帝時期に日本軍の志願兵として満洲で勤務していた経歴がある。

しかし彼らも「政府の最高指令」に従って作戦を遂行したのであるから最高責任者であるということはできない。とするなら最高責任者は誰か？その責任はEQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(い・すんまん),李承晩)大統領へと帰せられるほかない。李承晩大統領は1948年11月17日に済州島に戒厳令（戒厳法制定以前であったため違法であるとの意見もある）を宣布して焦土化作戦を督励し、国務会議で直接「苛酷な方法で弾圧せよ」という指示も下しているためだ。

では米軍は無関係なのか？筆者はこのような問題について米国の4・3研究者ジョン・メリル博士（米国務省情報調査局勤務）と三度にわたって対談したことがある。ジョン・メリル博士は「米軍政が済州島の流血事態の原因提供者であるというところには同意するが、残忍な鎮圧によって引き起こされた流血事態の責任は全的に李承晩政権が負うべきである」と主張した。

しかし筆者は焦土化作戦が米軍のCIC将校によって構想された点、そして大韓民国政府樹立直後である1948年８月24日に李承晩大統領と駐韓米軍司令官ホッジ中将との間で締結された「韓米軍事安全暫定協定」に従って1949年６月末に駐韓米軍が撤収するときまで韓国軍の作戦指揮権が米軍にあったという点を挙げて米軍は責任を免れることができないと指摘した。

その後わたしたちは決定的な米軍文書を探し出した。それは済州島で焦土化作戦の真最中であった1948年12月18日に李承晩大統領、EQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(い・ぼむそく),李範奭)国務総理、EQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(ちぇ・びょんどく),蔡秉徳)参謀総長あてに送られた軍事顧問団団長ロバーツ（Roberts）准将の書信である。ロバーツは済州島で虐殺劇を繰り広げていた連隊長を具体的に指して「宋尭讃は素晴らしい指揮力を発揮した。この事実を大統領の声明を通して知らしめよ」と要求した。三日後に蔡秉徳参謀総長は「宋尭讃に勲章を授与するつもり」であるとロバーツに親切に返事を送って回答した。

これに関わって、韓国現代史研究の分野で著名な米国の進歩的学者であるブルース・カミングス博士は「韓米間の秘密協約に従って米軍は1949年６月まで韓国の軍と警察を指揮・統制した」としつつ「従って49年６月末に米軍が撤収するときまでに済州島で発生した全ての虐殺劇と残虐行為について米国は単に倫理的な責任ではなく実際的で法的な責任がある」と主張している。

４．真相糾明と課題

前述したようにこのような凄まじい事件が韓国政府の統制により五十年近くタブー視されてきた。「4・3は共産暴動だから口にしてはいけない」という論理で口を封じてきたのである。4・3についての歴史の歪曲は軍と警察の側が積極的に主導してきた。彼らは数十年のあいだ4・3についての議論を統制しつつ自分たちの作成した資料だけがこの世に残ることを望んだ。

しかし済州島民らの粘り強い闘争によって4・3特別法が制定され、真実を探る運動が実を結んで政府レベルの真相調査報告書が出るに至った。筆者も報告書を作成する作業に参加した。真相調査報告書では4・3事件の犠牲者数を25,000～30,000人と推定している。4・3委員会に届出られた犠牲者（14,373人）を分析し、討伐隊による犠牲が86％にのぼり、とりわけ被害者のうちには子どもや老人、女性などの弱者が全体の33％を占めていることを明らかにした。真相調査報告書は集団虐殺の第一次責任を連隊長ら指揮官に、最高責任は李承晩大統領にあると分析し、米軍も4・3勃発と鎮圧の過程の責任から自由ではありえないことを指摘している。

真相調査報告書は結論的に1948年に済州島でなされた事どもは国際法が求める文明社会の基本原則を無視したものであることを明らかにしている。当時済州島は世界的冷戦体制の最大の被害地域であり、まさにこのようなイデオロギーの問題が4・3事件の真相糾明を五十年のあいだ抑制してきた要因として働いていたと分析している。

4・3特別法と真相調査報告書はこの間私的記憶のなかに密封されるか抑圧的状況によってタブー視されてきた4・3についての記憶を公式化させたと評価されている。また韓国で初めて大統領の謝罪という成果まで引き出すことで過去清算の新たなモデルとなったという肯定的な評価もある。

それにもかかわらず幾つかの問題が依然として残されている。

第一として4・3事件についての米国の責任問題である。米軍政時期に4・3が発生した点、韓国軍の作戦指揮権が米軍にあったときに焦土化作戦が敢行された点、そして米軍の首脳部が背後でこれを煽った事実が明らかになっているため、米国はこれを認め謝罪すべきなのである。しかし日本が否定し隠蔽している南京大虐殺の例に見るように、これは簡単な問題ではない。これを克服するためには徹底した史料調査と被害地域どうしの国際連帯を通じた国際的な世論の拡散が必要である。

第二の問題として提起されているのは、総論部分はある程度糾明されたが各論部分に入るといまだ糾明すべき事項が多くあるという指摘である。とりわけ行方不明となった犠牲者の遺族らの場合自分の家族が「いつ、どこで、誰によって犠牲となったのか」すっきりと明らかにしてくれることを望んでいる。この問題を解決するためには軍・警察側の資料の確保と徹底した証言の確保などが重要なのだが、これもまた並々ならぬ課題である。

最後に第三の問題は4・3事件に対する性格規定や歴史的評価が不十分であるという指摘である。つまり政府の真相調査報告書が鎮圧過程の残酷さや大量虐殺という人権蹂躙の歴史を明らかにするのには一定の成果を収めたものの、済州4・3事件を「抗争の歴史」として復元するには充分でなかったという指摘だ。これは特別法が規定した事件の定義と目的の範囲内で叙述するほかない政府報告書の限界ではあるが、今後学問的な研究を通して補完されるべき事項であると判断される。

済州島は2005年１月27日に政府から「世界平和の島」として公式に指定される夢を成し遂げた。済州島民たちは4・3という厳しい試練を経たがゆえにより一層平和を渇望しており、ついに「平和の島」という名を得ることとなった。「4・3事件という歴史的背景のためにも済州島には充分に「平和の島」を推進する権利がある」と語った米国CNNの記者の表現も吟味するだけの価値がある。凄まじい犠牲を払った済州4・3事件は、いまや平和と人権、統一の大切さに気付かせてくれる象徴としてクローズアップされている。
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朝鮮
戦争初期の刑務所在所者虐殺：EQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(てじょん),大田)刑務所の在所者虐殺を中心に

EQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(かん・そんひょん),康誠賢)（ジェノサイド研究会、EQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(すんみょん),淑明)女子大講師）
[藤井たけし訳]

１．はじめに

朝鮮戦争中には数多くの人命被害があった。そのなかでも民間人の人命被害は圧倒的であった。しかしいまだにあまりよく知られていない事実は、そのうちの多くが自国民を保護すべき軍・警察によって虐殺されたという事実である。とりわけ国民保導連盟員（以下、保連員）虐殺と全国の刑務所在所者虐殺は、開戦初期に李承晩政権によって全国的に組織的かつ体系的になされた。「潜在的な内部の敵」の脅威を取り除くという名目でなされた予防虐殺だったのである。

では保連員や刑務所の在所者たちはどのような人々だったのだろうか。政府の認識におけるように戦争という状況において銃後を脅かす敵だったのだろうか？彼/女らは政治犯、経済犯、各種秩序犯などで構成されていた。解放直後の二年の間には経済難による経済犯と秩序犯が大部分であったが、48年以降は政治犯が急増し刑務所の過密収容の原因となった。政治犯は世間の認識では思想犯あるいは左翼囚を意味していたが、彼/女らの大部分は（太平洋米陸軍総司令部）布告令２号、国家保安法、国防警備法違反を理由に刑務所に収監されるか刑務所の収容能力の限界によって反共国民となるという「転向」を約束して刑務所の外で一種の「保導拘禁」状態にあった人々である。

ではこの人々全てが思想的・実践的に徹底した左翼であり、それが理由で収監されたり保導拘禁状態に置かれることになったのだろうか？もちろんそのようなケースも少なくなかったが、最近の証言と研究を見ると多くが自分も知らないうちに上記の法の適用を受けて「EQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(パルゲンイ),アカ)」というレッテルを貼られたケースが多かった。EQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(ちぇじゅ),済州)4・3事件やEQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(よすん),麗順)事件という巨大な渦の中できちんとした裁判手続きも経ずに利敵行為を理由に、または家族の身代わりになって連行され罪名と刑期を刑務所に来て知らされた人たちもいた。

1951年の法務部の統計によれば、朝鮮戦争勃発当時このような人々（政治犯、経済犯、秩序犯）が二十一の刑務所および支所（EQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(そろく),小鹿)島支所を含む）に37,355人が収監されていた（大韓民國國防部政訓局戰史編纂委員會、1951、D 93-4）。
そしてそのうち朝鮮戦争初期に大田・EQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(てぐ),大邱)・EQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(ぷさん),釜山)・EQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(ちょんじゅ),全州)・EQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(ちょんじゅ),清州)・EQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(こんじゅ),公州)刑務所だけで約１万４千人余りが韓国軍と警察によって虐殺されたと推定されている（민간인학살진상규명범국민위、2002、293）。
これは北朝鮮の人民軍と政治保衛部による在所者虐殺および報復虐殺を除いたものであり、また1951年前後に起こった刑務所に収監された附逆者
に対する虐殺も除かれた数値である。

現在真実・和解のための過去事整理委員会が事件の歴史的重要性、規模の全国性、体系的で包括的な調査の重要性などを考慮して全国の刑務所在所者犠牲事件（受理件数584）を職権調査することを決定した状態である。

本稿では戦争直後の組織的・体系的に大量虐殺が開始された大田刑務所に焦点をあてることとしたい。誰が、いかなる権限で、いかなる理由から大田刑務所の在所者たちを虐殺したのかを糾明しようと思う。

２．「６・25」直後の大田刑務所状況概要

戦争が起こった際、大田刑務所には約4,000人の在所者が収監されていた（法務部韓國矯正史編纂委、1987、515）。
このうちいわゆる「政治犯・思想犯」が全体の半数である2,000人近くにのぼった。
だが当時大田刑務所の定員は1,200人ほどであった。刑務所の収監能力をはるかに超える在所者数は全国的な現象であったが、大田刑務所はそのうちでも深刻な方に属した。当時多くなされた新聞報道によれば在所者は、未決舎、既決舎を問わず座ることもままならない狭い空間で生活し眠らねばならず、給水と食料、生活必需品の不足が相当に深刻であった。そこに40度を上回る獄中の熱気と梅雨による湿度が加わるなかで受刑生活の実態は文字通り飢餓、窮乏、窒息状態であった。

当時大田刑務所の所長はEQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(きむ・てぎる),金澤一)（２代目所長、階級典獄、1949.5.30-1950.7）であった。６月25日に刑務所の警備を強化せよという治安局長名義の通牒
が出された後、刑務所では看守長、看守部長、看守をはじめとした240人の職員が非常警戒状態で勤務していた。ところが７月１日早朝、金澤一刑務所長は特警隊
を中心とした警備職員22人を残して職員らに臨時疎開令を発した。
この命令によって多くの職員が退避を急ぎ刑務所内に混乱が生じた。これに気付いた在所者たちが動揺し始め、残留した警備職員たちでは持ち堪えられない状況となった（法務部韓國矯正史編纂委、1987、516-7）。
結局刑務所の警備の空白状態は在所者たちの脱獄の試みへとつながった。しかし同日朝に大田刑務所の警備空白状況を耳にしたEQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(い・そんぐん),李瑄根)政訓局長が甕津半島から撤収して大田で兵力を整備していた第17連隊（連隊長EQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(ぺく・いにょぷ),白仁燁)大佐）に警備兵力を要請して脱獄を阻止した（中央日報社、1983、283）。この事件により金澤一刑務所長は職位解除され、EQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(い・すにる),李淳一)（1950.7.1-12.31）が所長代理を経て所長に任命された。

３．大田刑務所在所者虐殺の真相

（１）虐殺期間と被虐殺者数

大田刑務所在所者虐殺は７月１日から始まったものと見られる。その日の早朝に発生した大田刑務所脱獄の試みが鎮圧され、これに加担した在所者らを処刑したことから始まったのであろうと判断される。実際、当時憲兵隊副司令官であったEQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(い・いっくん),李益興)もまた大田刑務所に憲兵を送って主導者らを「即決処分」したことを明らかにしている。

最近発見された米軍第25師団CIC分遣隊が11月２日に提出した報告書によれば、「1950年７月１日、韓国政府の命令により大田とその周辺でかつて共産党に加入し活動したために逮捕されていた1,400人の民間人が韓国の警察によって虐殺された。死体は大田から約４キロ離れた山の麓に埋められた」ことが明らかにされている。

＜図１＞米軍第25師団CIC分遣隊が提出した戦争日誌および活動報告書
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ブルース・カミングス(Bruce Cumings）は『朝鮮戦争の起源』２（1990、700）で陸軍情報報告書とCIA報告書、アラン・ウィニングトン(Alan Winnington)が作成した『Daily Worker』1950年８月９日付けの記事を参考に７月２～６日に虐殺があったとまとめている。

アラン・ウィニングトンは『Daily worker』の記事とは別に1950年９月に北京で『I saw the truth in Korea』というパンフレットを出版しているが、当時EQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(さんね),山内)面EQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(なんうぉる),朗月)洞EQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(こるりょんこる),骨嶺谷)で撮られた惨たらしい写真四枚をともに掲載し、７月４～６日だけでなく７月17日にも百人ずつを載せたトラック37台分の3,700人が追加で虐殺されたと主張している。

米陸軍武官ボブ E. エドワーズ（Bob E. Edwards）中佐の報告書
には７月の第一週の三日間に1,800人が処刑されたと記されており、当時撮影された十八枚の虐殺写真が添付されている。この文書には情報の価値（Evaluation）が「A-1」
と記されているが、これは極めて信頼度の高い高級情報であることを意味する。

＜図２＞ボブ E. エドワーズの報告書
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大田刑務所の在所者虐殺に関わって国内にも遺族および目撃者の複数の証言があるが、そのうちでも当時刑務所の特警隊長だったEQ \* jc2 \* "Font:바탕" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(い・じゅにょん),이준영)と警察側の虐殺責任者であったEQ \* jc2 \* "Font:바탕" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(ぴょん・ほんみょん),변홍명)（仮名、忠南道警査察課主任）の証言は極めて意味のある情報を盛り込んでいる。

이준영と「7・1同志会会員ら」（当時大田刑務所を守っていた職員たち）は７月８～10日のあいだに600人余りが虐殺されたと証言している。そしてこの数値は이준영らが当時の房数の規模を考慮して算出したものであった（심규상、2000）。

そして변홍명は虐殺が約十日間続いたと証言している。精確な日付は語っていないものの、「大田[刑務所]虐殺が終わった後に大田の保導連盟員と左翼不純分子ということで連行されてきた五百人余りを同じ方法で処刑し続けた」と証言している（노가원、1992；심규상、2000）。

そのほかにも当時北朝鮮の従軍記者であったEQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(きむ・なむちょん),金南天)とEQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(きむ・さりゃん),金史良)は７月２日から虐殺が始まり大田刑務所在所者４千人余りと大田周辺の予備検束者２千人余りを含む７千人余りが虐殺されたと記している（『해방일보』50.9.6；『로동신문』50.8.22,23）。

大田刑務所在所者虐殺はこのように複数回にわたって行われた。そして虐殺は７月16日まで行われ続けた。これを確認するための端緒が『韓国憲兵史』（1952、368）に記録されている。

７月５日22時にEQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(ぴょんてく),平澤)を出発。公州で一泊す。

７月６日午前９時頃大田に到着。

７月７日大田刑務所に陸軍刑務所および捕虜収容所を設置。全員野戦任務から移動して業務を開始する。

７月14日（…）その後戦況は遅延作戦によって徐々に緊迫し重犯者、保連関係赤色分子らを処罰して７月15日には憲兵司令部に集結したところ副司令官（李益興－引用者）の指揮の下に当所の要員および司令部の一部兵力で大田市の治安確保のために残留し一般戦闘部隊までも移動したのに憲兵と一部の警察だけが残留して無意味な一夜を送った。夜間の銃撃は多く人民軍の便衣隊が侵入したようで当所には収容者の拘禁確保と捕虜監視に水も漏らさぬ警備を行いつつ全員が戦闘態勢で出動を待機した。

７月17日に至ってついに大田出発。大邱捕虜収容所へと集結。即自業務を開始する。

（強調は引用者）

この記述は少し裏返して行間に隠された意味を推論してみると、16日まで刑務所在所者と保導連盟員の虐殺のために、便衣隊が大田市内に既に入り込み人民軍の正規軍が入ってくる直前という緊迫した状況にまで居残って（虐殺）任務を完遂したという言葉とも理解しうる。

そしてその虐殺の対象は大田刑務所の在所者を含め近隣の清州刑務所と公州刑務所から移監された思想犯および予備検束された大田市保導連盟、近隣のEQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(てどく),大徳)郡・EQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(のんさん),論山)郡保導連盟の盟員たちだった。被虐殺者数は最大7,000人が有力に思われる。この数値には大田刑務所在所者のうち思想犯の推定数値である最少2,000人をはじめ『韓国戦乱一年誌』に記録されている清州刑務所移監者
最少111人と公州刑務所移監者83人、そして数を推し量り難い予備検束されて虐殺された保導連盟員たち（北朝鮮の資料では2,000人）が含まれる。

（２）虐殺遂行の主体と命令系統、虐殺の動機

とするなら誰が、いかなる権限で、いかなる理由から最大7,000人にのぼる在所者および近隣地域から予備検束されて来た保連員たちを虐殺したのか？

これに関わってEQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(しむ・ぎゅさん),沈揆相)（2000）は이준영氏（特警隊長）とEQ \* jc2 \* "Font:바탕" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(きむ・ひょんしく),김형식)氏（特警隊員）をはじめとした事件の目撃者にインタビューし、변홍명（警察側虐殺責任者）や李淳一（大田刑務所職務代理）など既存のマスコミとのインタビューを再活用して事件の真相を一部明らかにしている。彼によれば、７月５日と６日頃、憲兵隊のEQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(しむ),沈)中尉が大田刑務所にやってきて軍が委託した預置囚
と政治犯らを引き渡すよう要求し、EQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(ぺく),白)少佐が「名籍係」
の書類を見て在所者の銃殺と釈放を分類したという。しかし沈揆相記者は憲兵隊の「沈中尉」と「白少佐」が誰なのかは確認し得なかった。

これを確認するための端緒が『韓国憲兵史』（1952）にある。まずこの憲兵隊は陸軍刑務所所属の憲兵隊と見られる。なぜならその時点で陸軍刑務所所属の憲兵隊が大田刑務所にやってきて業務を開始しており、その業務というのは上部の指示によって自分たちが大田刑務所および近隣の刑務所に委託した預置囚を要求し、身柄の引渡しを受けて処刑することであった。前節で引用した内容がこれを裏付けている。
陸軍刑務所所属憲兵隊の兵力は130人内外と推定され、指揮官は第２代刑務所長であるEQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(ぺく・うぉんぎょ),白源教)少佐（1949.7.3-1950.10.30）
であった。そして山内面朗月渓谷で虐殺の陣頭指揮を取っていた沈中尉はEQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(しむ・ゆん),沈倫)である可能性が高いと判断される。1950年11月15日を基準として中尉は二人、大尉は三人いるが、
このうち現在までに確認されたところでは沈氏は沈倫しかいないからだ。

だとするなら陸軍刑務所所属憲兵隊はいかなる権限で大量「処刑」を執行することができたのだろうか？命令系統に関わって既存の研究は最高位層を指摘している。その根拠として陸軍武官ボブ E. エドワーズが「韓国における政治犯の処刑（Execution of Political Prisoners in Korea）」において報告した「命令は疑いなく最高位層（top level）から来た」という文章に注目している。そしてこれを裏付ける周辺証拠として憲兵隊が預置囚と政治犯の身柄引き渡しを強圧的に要求した際にEQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(い・ういく),李愚益)法務部長官が暗黙裡に黙認した
という特警隊部隊長이준영の証言を挙げている。それとともに７月１日の国務会議であった秘史についての李瑄根の証言も参考にしている。

EQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(ちょん・びょんじゅん),鄭秉峻)（2004）はEQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(あん・どぅひ),安斗熙)の証言を通して、開戦直後に憲兵司令官であった宋尭讃が十五年刑以上の収監者を処刑せよとの憲兵司令部作戦命令第２号を発し、白源教陸軍刑務所長がこれを執行したことを明らかにしている（106）。このような事実は宋尭讃がEQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(くぁんじゅ),光州)憲兵隊長に送った指示文を見れば一層はっきりする。

光州・全州・木浦刑務所に在監中の囚人および保導連盟関係者その他被検者は全国の関係長、警察局長、刑務所長、検事長と妥協して即決処分し、窃盗その他の雑犯は仮出獄など適当な方法を取ること。各警察に留置中の被検者も前記に依拠して処置せよ（「光州周辺の五つの峠で愛国者三千人余りを虐殺」『朝鮮人民報』1950.9.5）

このように見るなら、命令系統については以下のように暫定的に結論を下すことができる。軍系統においてはEQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(しん・そんも),申性模)国務総理代理兼国防部長官→宋尭讃憲兵司令官と李益興副司令官→白源教陸軍刑務所所長→沈倫中尉へと続く命令系統が、警察系統ではEQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(ぺく・そんうく),白性郁)内務部長官
→EQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(い・すんぐ),李舜九)忠南道警察局長兼忠南警察非常警備司令官→EQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(そ・ぐぁんすん),徐廣淳)査察課長→변홍명（仮名）査察主任へと続く命令系統が虐殺を企画、予備検束、遂行したのだった。この過程における李瑄根政訓局長の役割も見落としてはならないだろう。

最後にいかなる理由から刑務所の在所者たちを大量処刑したのだろうか？既存の研究は共通して敵あるいは潜在的な敵に対する「予防虐殺」という次元で説明している。開戦直後当時、EQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(きむ・てそん),金泰善)ソウル市警察局長が李承晩のもとを訪れEQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(そでむん),西大門)刑務所に収監されている左翼囚らの危険を理由に早期避難を勧めたことは、これを端的に裏付けている（中央日報社、1983、103-4）。1948年以降いわゆる「左翼囚」が飛躍的に急増して以来全国の刑務所に収容能力を超える在所者が収監されており、いくつかの刑務所では左翼囚らが主導した脱獄事件が頻発していたことを意識した結果であった。1949年９月に発生した木浦刑務所の集団脱獄はこのような認識を確認させる経験として働いただろう（정병준、2004、105-6）。

このような認識と経験を極端な在所者大量虐殺へと発展させた事件が６月28日に発生したEQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(いんちょん),仁川)刑務所脱獄事件と７月１日に発生した大田刑務所脱獄未遂事件であった。憲兵司令部と警察首脳部は開戦直後、全国の刑務所の警備を強化し、左翼の大物を処刑、保連および要視察者を予備検束せよとの命令を下した。それにもかかわらず28日に仁川少年刑務所埠頭作業場に収容されていた在所者たちが脱獄し、29日には警察署の収監者たちが留置場を破って外に出、人民軍万歳を叫ぶデモを繰り広げる状況が発生した（조선인민군전선사령부문화훈련국、1950、36-7）。この人々は人民軍がまだ仁川に進駐していない状況であったためにすぐに鎮圧されてしまったが、この事件により憲兵司令部と警察首脳部は大きな衝撃を受けたものと見られる。７月１日に政府諸機関が避難していた大田での刑務所脱獄未遂は刑務所在所者虐殺を加速化し正当化する理由となっただろう。実際『韓国戦争史』１巻（改訂版、1977）は次のように語っている。

だがここで見逃してはならないのはソウルをはじめとした京仁地区の刑務所に収監中の国家保安事犯とその他の罪囚らへの措置が全く講じられなかったという事実である。/その結果は６月EQ \* jc2 \* "Font:바탕" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(ママ),30日)に仁川刑務所で警備の甘さに乗じて脱獄事件が起こって暴動の嚆矢となり、続いて翌日には大田刑務所で脱獄一歩前に鎮圧されたという事実である。/他の場所はともかくとしても麗・順事件の主導者らをはじめとした2,000人の罪囚たちが収監されていた大田刑務所から脱獄して暴動を起こしていたなら事態はただ事では収まらなかっただろう。/しかしこの事件を契機に公州・清州刑務所をはじめとした各地区の刑務所では重犯者の疎開が部分的にではあれなされるに到った。（國防部戰史編纂委員會、1977、631）

４．さいごに－人民軍による虐殺、報復虐殺の展開

７月20日、人民軍は大田を占領した。そして夏の間中内務署が先頭に立って国家公務員、軍警家族、その他韓国政府によって雇用された者、反共右翼団体会員らをはじめとして共産主義に同調しない人々を逮捕し大田刑務所に監禁した。朝鮮戦争犯罪調査団（Korean War Crimes Division）の報告によれば、大田刑務所の150にものぼる全ての監房に40～70人ずつを収監しても監房が足りない状況となった。過密収容だけが問題ではなかった。収監者らは収監されている間中様々な拷問に苦しめられもした。戦況が逆転して９月末に国連軍による大田奪還が迫り来るや内務署の保安警察（security police）は後退に先立って全ての収監者を虐殺した。９月23日から収監者たちは後ろ手に縛られた状態で毎晩一度に100～200人ずつ虐殺された。そしてあらかじめ物色しておいた場所で地面を掘って埋めた。９月26日に保安警察は出発以前に虐殺を完了すべく虐殺の速度を上げることを決定し、追加として警察署の庭に死体を埋める穴を掘るとともに人民軍に支援を要請した。

人民軍と内務署によるいわゆる「大田虐殺（Taejon Massacre）」において民間人は5,000～7,500人が虐殺され、米国人も42人、韓国兵17人も殺害された。その過程で民間人３人、米国人２人、韓国兵１人の計６人のみが生き残った。死体は刑務所の炊事場前の井戸の中、刑務所の園芸場、警察署の庭、近隣の山の窪地などに埋められていた。現在も大田市EQ \* jc2 \* "Font:MS Mincho" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(よんどぅ),龍頭)洞に行けば当時仮埋葬されていた死体を収拾して1,547体の遺骨を安置した「死難人士合葬之墓」があるという。そして大田刑務所前の６・25反共愛国犠牲者顕彰碑には次のような碑文が刻まれているという。

赤い蛮人の最後の悪あがきによりこの郷里が踏みにじられたとき、大田矯導所のなかで彼らの手によって惨たらしく犠牲となって崇高な生命を反共救国の祭壇に捧げた471人の熱烈な反共精神とその名を永く伝えんとここに碑を建て千秋に鏡とせんとす（檀紀4294年９月）

注意して見回せば地方のあちこちにこのような追慕碑や顕彰碑が多くある。これらは反共の時代に反共国家で反共国民として生きていくことがどのようなことであるのかを端的に物語っている。その歳月のなかで、ある死は堂々と語られ、またある死は沈黙せねばならなかった。

しかし戦争は全てにとって不幸なものであった。とりわけ朝鮮半島に暮らす全ての民間人にとっては一層そうであった。結果的に見て破局的なこの戦争が得になった者を挙げるなら、李承晩と金日成がそうだろう。彼らは南と北でそれぞれの政権を堅固なものとすることができた。しかしその代価はあまりにも高いものであった。約三ヶ月のあいだだけで、それも大田刑務所だけで、最大１万4,500人の民間人らが南と北の二つの政権によって虐殺された。当時虐殺された人々のうちには「何がなにやらわからぬままに死んだ人がとても多かった」という言葉が出てくるほどに無念の死が多かった。そしてたとえ「受刑者」で罪となる理由があったとしても戦争という状況を口実に人が、それも非武装の民間人がこのように死なねばならない理由はなかった。
それにもかかわらず両政権は一部の在所者らの「利敵行為」（の可能性）を理由に組織的・体系的に虐殺したのである。

民間人虐殺を調査し研究するなかで稀にではあるが一部のサマリア人が自分の考えと意志によって命令系統を無視し予備検束と虐殺の対象である民間人らを釈放するケースに接することがある。そしてこのような所では報復虐殺の被害が大きくないか皆無であるという事実から多くのことを考えさせられた。この報告を書きながらも「開戦初期に大田刑務所虐殺が不可能であるか最小化されるような状況があったなら、以後の状況はどのように展開されただろうか？主流の戦史の叙述のように後方の撹乱により韓国が本当に共産化の脅威にさらされていたのだろうか？それとも虐殺と報復虐殺の悪循環が最小化されたままに多くの命が救われえただろうか？…」という、もしかすると何の意味もない思いにとらわれるのは無駄なことなのだろうか？
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「真実和解委員会」と民間人集団犠牲事件の究明方針
                                
  金武勇（「真実和解委員会」、調査１課長） 
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  1. 「真実和解委員会」の発足と過去清算運動の制度化 

  歴史的に過去の清算は各国の政治․社会的条件との脈絡、事件の特性や主導勢力の目標により多様な形で展開されてきた1)
。韓国においては解放(‘45年8月15日)以降から過去の清算運動が始められ、そのために国家レベルの過去清算事業も幾度か試みられた。2) 

  韓国における民間人虐殺と関連した過去の清算は1987年6月の民主抗戦を契機に、2000年代に入り、‘チェジュド(済州島)4.3事件’ ‧ ‘コチャン(居昌)事件’ ․ ‘ノクン里(노근리)事件’等を主題にして本格化した。韓国での過去清算はほとんど植民支配と戦争、独裁政権 ․ 権威主義の政権時に行われた人権蹂躙と虐殺とに代表される国家暴力を制度的․構造的に解体していくという流れだった。特に、韓国戦争の前後期に発生した民間人虐殺は、偶発的な状況による防御行為ではなく国家権力が介入した計画的、組織的性格をもっており3)、地域的なレベルを超えた積極的な現象だった。 

  韓国における過去清算の運動は2005年12月、国家機構として「真実和解委員会」が発足し新たな転換点を迎えた。その機構は、関連する数多くの遺族․市民․社会団体の努力と運動が土台となり成立した。遺族たちの過去清算の運動は市民․社会団体と連帯する社会運動として発展し、同時に過去清算を社会的なテーマ、言説とするのに成功した。2000年代に入り、過去清算の運動は遺族個人の人格と名誉回復、補償を中心とする運動を乗り越え、社会的矛盾を改革し時代的過去を視野に入れた普遍的な運動へと発展していった。 

そうした運動は結局国家に対し過去清算の制度化を余儀なくさせ、特別法を制定させ、2005年12月「真実和解委員会」を発足させ得た力の源として働いた。「真実和解委員会」は民間人の集団犠牲事件と関連し既存の過去清算機構と異なるいくつかの特徴をもっている。 

まず、解放以降から権威主義的統治期に至るまで、国家暴力をはじめとする多様な形の過去の歴史的問題を独立して調査する包括的、総合的な過去清算機構として登場したということだ。「真実和解委員会」は民間人虐殺と関連した真実の究明範囲を1945年の解放以降から韓国戦争を前後する時期に、不法になされた民間人集団犠牲事件、また解放以降から権威主義的統治期までの大韓民国の正統性を否定したり敵対視する勢力によるテロ ․ 人権蹂躙と暴力 ․ 虐殺 ․ 不審死と定められた4)。委員会はそうした業務を“独立して遂行5)”できる権限を保証された。特に国家による過去の歴史的問題の清算を総括する統合機構としての機能を確保するために特別機構を設置し、国家機関との協議 ․ 調整可能な機能を与えられた。そのことにより、調査対象の選定 ․ 調査中にある事件の重複 ․ 調査結果の公開事項などを協議 ․ 調整できることとなった6)。 

次に既存の過去の国家機関である「過去史委員会」がかかえていた限界を一定程度受入れつつ、組織と職制、事件調査などにおける位置と権限が強化された。職制構成においては委員長１名と常任委員３名は政務職(選挙で就任したり任命に国会の同意を必要とする特殊経歴職の一種-訳注)、事務処長は高位公務員に属する別定職(国家、地方公務員の内、法による特別な規定がない限り、国家公務員法、地方公務員法の適用を受けない公職-訳注)の公務員として選任され、その地位と権限を強化した7)。また、事件の調査において事件発生現場やその他、必要な場所における関連資料 ․ 物の提出、関連機関 ․ 施設 ․ 団体に対する実地調査可能な権限を与えられた。特に委員会から実地調査または真実究明に関連し、資料および物の提出を命令された機関は正当な事由なしに拒否してはならぬという規定が新たに設けられた8)。とともに真実に関する決定的な証拠資料や情報を保有する人が正当な事由なしに３回以上の出席要求に応じないときには、同行命令状を発布するか追徴金を課すという条項も入れられた9)。さらに、委員会の業務遂行のため、国家機関․地方自治体をはじめとする関係機関は積極的に協力し、真実の究明に必要な便宜を提供する義務を負うという規定も含まれた10)。 

さらに、活動範囲が民間人の集団犠牲事件の真実究明だけに限定されず、調査結果による事後処置を国家政策に反映することのできる総合的な過去清算の政策機構として発足した。委員会は真実の究明以降、国家に対し被害者の被害および名誉回復、加害者に対する適切な法的 ․ 政治的和解措置、国民和解と統合のための措置を取るよう勧告することも可能となった。より具体的に言えば、基本法においては、真実の究明により被害および名誉回復、特別赦免、復権の建議、和解措置、加害者と被害者 ․ 遺族との和解、慰霊事業および資料館運営のための「過去史研究財団」の設立などが定められている11)。 

そうしたことから「真実和解委員会」は調査権の相対的な優位と活動の独立性、総合的な調査を特徴とする国家過去史総括機構としての特徴を備えている。もちろん、発足課程での政治的な状況を反映し限界を抱えているが12)、既存の国家過去史清算機構に比べその権限と機能は相対的に拡大されたことも確かだ。 

一般的に過去清算の運動は政治的状況に大きく影響される。「「真実和解委員会」」は遺族 ․ 市民社会団体の過去清算の運動と国家の‘過去史に関わる協議’戦略が互いに結び付き組織された13)。国家と政府は民間の集団犠牲をはじめとする過去清算の問題を旧政権との連続性と差別性とにより政治的正当性と道徳性を確保する議題として選択した。国家の立場からは過去清算を政治議題として取り上げることは他の過去史の問題との政策的公平さ、さらには歴史的․イデオロギー的葛藤を克服し国民統合を図るという政治的意思も反映されている。 

「真実和敬委員会」の設立は過去史真相究明の運動が既存の被害者中心の運動から被害者と加害者を包括する国家事業として公式化 ․ 制度化されたことを意味している。過去清算運動は国家と対立する抵抗運動のレベルを超え国家の政治領域へと制度化される段階を迎えている。過去清算が国家の制度的な仕組みへと移行するならば、清算される課題や内容が調節 ․ 統制され、妥協的な性格を帯びるしかない14)。それは過去清算の運動が国家体制の内へと収斂され制度化される過程において払わねばならぬ避けられない代価だ。 

そうした制度化は一方で過去清算の言説が大衆的レベルの抵抗言説から離れ政治化 ․ 権力化される過程をともなうこととなる。したがって過去清算の制度化は過去清算の運動に対する急進主義 ․ 根本主義という考え方や行動を中立化したり、遮断 ․ 予防する効果をもつことになる。「真実和解委員会」は過去清算の運動の制度化されたことの成果である。委員会の過去清算プログラムは制度や手続き、規定に基ずく制度主義や機能主義的なアプローチがその中心をなしている。 

そうした事件調査の方向、過去史清算の方向は被害者の立場を重視する市民 ․ 社会団体との接近と、その一方では衝突可能性とをもつという両面的な性格をもっている。まず、事件調査が厳格で公式的 ․ 制度的手続きとして規格化されることで過去史清算のレベルを制限してしまうという限界もある。だが、同時に国家の制度的手続きにより被害者と加害者との利害関係を乗り越え、事件を調査し、結果を引き出すことで内容の客観性を獲得し、その意味の公式化に寄与するという効果も存在する。 

2. 民間人集団犠牲事件の沿革と制度的清算論の現実 

「真実和解委員会」においては民間人集団犠牲に関連した事件は「集団犠牲調査局」にて担当している。「集団犠牲調査局」は調査総括課と５つのチームでなりたっており、定員は70名だ。調査総括課は総括業務及び行政、そして遺骸発掘をはじめとする用役事業、チーム１は全体資料調査および全国的大型事件(チェジュ(済州)予備拘束事件、ヨスン(麗順)事件、全国刑務所所在者犠牲事件)、チーム２は中部地域の軍警関連事件および国家反逆容疑事件、チーム３は国民保導聯盟事件、チーム４は湖南地域の軍警関連事件、チーム５米軍関連事件等をそれぞれ担当している15)。  

現在、「真実和解委員会」に受理された集団犠牲関連の事件申請数は全部で7,878件だ。申請された事件を類型別に見ると、国民保導聯盟事件、軍警討伐作戦関連事件、軍警による犠牲事件、麗順事件、全国刑務所所在者犠牲事件、米軍関連事件、国家反逆容疑事件、済州予備拘束事件、国民防衛軍事件、テグ(大邱)10月事件などだ。委員会は現在それら事件全体に対する調査開始を決定し、調査に取りかかっており、その具体的現況は以下の通りだ。 

民間人集団犠牲事件申請の現況   

	事件名
	國民
保導聯盟
	豫備拘束
	刑務所
	国家反逆
容疑
	米軍
關聯
	麗順
事件
	軍警
討伐作戰

	件數
	2,417(32.1)
	293(3.9)
	589(7.8)
	429(5.6)
	506(6.7)
	831
(11)
	1,297
(17.3)

	事件名
	軍警に
よる
犧牲事件
	國民
防衛軍事件
	大邱
10月
事件
	その他
(未決定)
	却下
	配定分離
	計

	件數
	1,155(15.3)
	17(0.2)
	5(0.1)
	 
	339
	 
	7,878


* 申請事件 7,878件 / 調査開始 7,539件 / 却下339件
集団犠牲調査局はまず申請された事件を類型別に分類し調査方針案を定めている。すなわち、申請事件全体を類型別に細分化し、‘06年4月25日から調査開始決定を下し調査に取組んでいる。類型別分類およびそのアプローチは加害容疑者または被害理由と対象との共通性、また事件自体の単独性を考慮したものだ。事件を規模別に見ると、全国的な大型事件、中間程度の事件、個別申請事件へと区分される。それは調査対象の共通性を中心として事件を類型化し、調査業務の効率を極大化しようとする方針案である。 

次に、歴史的に重要な事件で、その真実の究明が重大だと判断された事件に対しては職権調査を実施している16)。職権調査は調査対象を申請 ․ 受理事件に限らず、当該事件自体の広範囲にわたる調査が可能だ。現在委員会には国民保導連盟事件、全国刑務所所在者犠牲事件、麗順事件などを職権調査することと決めている。それらの事件は事件自体がもつ歴史的重大性、事件発生の全国的規模と同時性、被害規模の大きさなどを考慮したものだ。 

「真実和解委員会」の民間人集団犠牲関連の事件調査は全体的には委員会基本法․施行令․調査規則に基づき進められている。委員会の民間人集団犠牲事件の処理はその他の申請事件と同様に大別すると、① 真実究明申請(犠牲者․被害者․遺族や親戚)17)、② 委員会受理および事件番号確定、③ 担当調査官が申請書に基づき検討書を作成、④ 集団犠牲究明委員会(小委)に上程、⑤ 小委において審議․議決し、調査の開始または却下の決定、⑥ 調査開始決定にともなう調査計画書の立案、⑦ 調査着手および調査活動、⑧ 調査結果報告書作成、(小委へ上程), ⑨ 真実究明(または不能)の決定(委員會)、⑩ 決定事項通知、の順で進められる18)。職権調査の場合、小委の議決を経て全員委員会において再度審議 ․ 議決し、調査開始の是非を決定する。事件の調査過程において担当官は調査の進行状況を中間報告書の形で定期的に報告することとなっている。 

以上のように民間人集団犠牲関連事件の調査は国家の制度的手続きと規定による調査として規格化されている。民間人の集団犠牲関連事件の調査、広い意味において「真実和解委員会」の過去清算は、法令と制度、手続きに基づき公式の過程を経ることとなる。それは自ずと公式的用件と手続きを順守する制度主義または機能主義的アプローチが中心をなしてくる。そうした過去清算の戦略は制度的清算論として概念化することができる。すなわち、「真実和解委員会」という国家機構が法と施行令 ․ 調査規則に基づき過去の国家暴力と虐殺を調査し、同時に名誉回復と和解作業などを勧告し、施行するという方策である。「真実和解委員会」の制度的過去清算論は市民 ․ 社会団体が主張する一種の‘運動的過去清算論’, また一方では‘過去清算否定’と衝突を引き起こす可能性をもっている。 

運動的過去清算論は既存の過去清算を主導した一部の遺族 ․ 市民 ․ 社会団体の立場から、過去清算を社会運動の観点から捉える立場だ。それは ‘全面的過去清算論’ または‘過去清算全面論’として概念化できる。そこでは国家暴力を批判する人権根本主義の視角が一定程度反映している。それは過去清算が国家の政治の枠へと収斂され、清算という課題が制度化されたということでは歓迎できるが、清算の方法とその内容、目標においては依然として批判的立場を維持しており、それは施行令改正提案として具体化されている。 

「真実和解委員会」の過去清算、すなわち制度的過去清算論は運動的過去清算論だけではなく、国民の一部の過去清算にたいする懐疑論 ․ 否定論をも相手にしながら独自の領域を確保しなければならぬという課題をかかえている。過去清算における真実と正義は誰もが夢見る理想だが、現実との距離は依然狭まっていない。現在の状況において運動的過去清算論は国家という制度的領域内において全面的に収斂され現実化 ․ 具体化するには清算の状況と構造が過度に縮小されいるという限界がある。 

「真実和解委員会」は調査に取りかかった集団犠牲事件の中から、ナジュ(羅州)トンバックル峠事件、羅州トンチャン橋事件、コヤン(高陽)クンジョン窟事件, ムンギョン(聞慶)ソッタル事件、ハムピョン(咸平)11師団事件などに対する真実究明の決定を下した。この真実究明決定に対し内外から多様な意見が出され、事件の関連遺族や市民団体を中心に集中的に提起された19)。  

それらの意見における重要な意義として比較的高い評価がなされた点は国家の公式責任を認定(羅州トンバックル峠事件), 事件の責任を最終的に国家に帰属させ得る可能性を提起(羅州トンチャン橋事件)、遺族と市民社会の要求に対する国家の答弁(高陽クンジョン窟事件)、既存の国家機関の誤った主張、すなわち不可避論の訂正(聞慶ソッタル事件)などである。 

とともに批判の主なものとしては集団虐殺の理由及び動機を山村という地理的条件やその特性に求めている点(羅州トンチャン橋事件)、遺族の被害面が疎かに扱われている点(羅州トンチャン橋事件), 犠牲規模に対する調査不足(高陽クンジョン窟事件)、加害過程および加害関連指揮 ․ 命令系統の把握の不十分さ(高陽クンジョン窟事件, 聞慶ソッタル事件)などであった。    

遺族と市民団体のこの真実究明に対する評価と問題提起は妥当な側面がある。特に事件の被害の大きさや指揮 ․ 命令系統が充分に究明されていないという批判は前向きに受入れねばならぬ点である。問題は現在の「真実和解委員会」をとりまく条件の下ではそうした要求を反映し、全ての事件の調査に適用した場合、様々な問題点が生まれることだ。調査人員の問題だけでなく、調査に多くの期間がかかる。さらに事件究明に決定的な公式文書の確保が流動的なため、事件調査に人員と時間を長期間つぎ込んでも遺族や社会団体から求められるレベルの真実究明がなされるのかという問題に対しても確答できないのが現実だ。 

特に「真実和解委員会」は一時的な機構のため存続期間(４+２年)内に申請された事件を調査し結果報告書を提出せねばならない。また、委員会は毎年２度(５月․11月)、国会と大統領に調査結果を報告しなければならぬという官僚的․制度的特性のため、決められた時期に、その都度成果を出さなければならぬという負担も抱えている。民間人の被害の地域とその大きさに比べ、調査人員の足らない現在の与件の下では市民団体から求められている全面的な調査、例をあげれば、被害者総数の調査などは現実的に進めるのが難しい。 

より現実的な側面からは、半世紀が過ぎた年月の下で事件と記憶との間の相関関係による距離が、真実究明を阻害する要素として働いている。被害と加害の有無を立証する公式資料のもつ限界も同様である。過去の国家権力が行った国家犯罪に関連する公式文書はその性格上まともに作成 ․ 保存されもしなかったし、たとえ存在するとしても機関協力という枠にしばられており、強制力を行使する手段もほとんどない。国家暴力を立証する公式文書も相当部分、虐殺についての直接証拠とは言えず、それらの再構成と解釈、分析が求められる。 

他の国の「真実委員会」がかかえていた共通の問題としては、法的起訴権の制約、限られた財源、過去の政権に奉仕した官吏たちの協力に依存しなければならない状況、権限と選択を制限する政治状況、資料や証拠の紛失および体系的な消去、調査期間の制約、依然として権力を振るっている機関と個人とを相手として調査しなければならぬ状況などであった20)。「真実和解委員会」もそうした条件から自由ではない。そこで、運動的過去清算論と否定論とからの最大主義(最大なものを求める考え)と最小主義(最小のものにとどめようという考え)の兩極を乗り越え、新たな代案を模索することが重要となる。 

「真実和解委員会」の民間人虐殺問題に対する真実究明の作業は現実的には最大主義と細小主義との間にその対案を求めるしかない21)。そうした代案は国民的なレベルにおける過去清算の方向や目標に対する許諾と同意、合意に基づいていなければならない。「真実和解委員会」の代案は ‘完成した形’よりは‘進行している形’を目標に据えるのが現実的だろう。すなわち、調査の完成度を高め、被害事実を拡充しなければならないが、一方では被害事実の発掘と調査を最大化し、われわれの社会において国家暴力の弊害を反省 ․ 論議し、再度提起できる空間を拡張することにその力点を置かねばならない。 

3. 真実究明のレベル : 個人的な真実と公式的な真実との距離 

過去清算における真実、そして真実究明とは何なのか。「真実和解委員会」は基本法第１条(目的)において “反民主的または反人権的行為による人権蹂躙と暴力 ․ 虐殺 ․ 不審死などの事件を調査し、歪曲されたり隠蔽された真実を明らかにすることで民族の正統性を確立し、過去との和解と通じ未来へと進むための国民統合に寄与することをその目的とする”22)と明示している。それは基本法の目的としてその内容は真実究明—民族の正統性の確立—和解—国民統合という形で要約できる。また、基本法第２条(真実究明の範囲)においては真実究明の対象とその内容と時期を規定23)している。 

真実究明は一般的なレベルにおいて被害者と加害者とを区分し、事実に伴う因果関係を確認し、国家暴力と人権蹂躙、虐殺とその最終責任者を明らかにすることと整理できる。真実究明は過去清算のスタートだ。真実究明の過程とその内容、レベルにより全般的な方向と目標が決められるからである。 

真実はその範囲とレベルにより区分できるのだが、一部では被害者個人の証言をその内容とする個別的な真実と国際的なレベルにともなう包括的な真実とに分類されもする24)。過去の事実を究明する歴史的 ․ 實用的なレベルに基づくなら、たいていの真実は個別的真実と総体的真実とに区分できる。個別的真実は被害者個人を中心とした個別の事件の確認、すなわち加害者および被害者の確認、5W1Hの原則による被害事実の究明を構成する概念だ。真実究明が個別的な真実に止まる場合、事件の総体的構造とその過程、結果を捉えるのに限界がある。 

そのため、総体的真実が重要な問題として提起されてくる。すなわち、国家暴力や虐殺の歴史的な状況、政治的 ․ 社会的 ․ イデオロギー的背景と、その構造、虐殺の命令と、その指揮系統等に対する全面的なアプローチがなされるなら、真実の純全な再構成が可能だからである。総体的真実を目標としない個別的真実は、真実の範囲を被害者個人に限定してしまう可能性が高い。そうした真実の個別化 ․ 個人化は過去清算において、真実の社会化、すなわち真実を社会的 ․ 国民的真実として認め転化させるのにある限界として働く。したがって個別的真実と総体的真実が結び付いてこそ、過去の事件の再構成ができ、真実の意味を社会化すること出きるのだ。それは究極的には国家暴力や虐殺の全体像 ․ 総体性を事実のまま復元し、その意味を極大化 ․ 普遍化するのに重要である。 

だが、個別的であれ、総体的であれ、１．真実をどのような方法で究明するのか、２．真実の基準 ․ 根拠をどこに求め、どこに重点を置くのかという問題は簡単ではない。１の問題において、委員会の真実究明の内容と方向は基本法第23条(真実究明の調査方法)、第32条(報告および意見陳述機会の付与、調査報告書の内容)、施行令第７条(調査の手続き及びその方法)、真実究明申請および調査に関する規則(特に同規則第46条の２、決定書の作成)などから抽出 ․ 解釋できる。それらの条項には明らかではないが、たいがい被害者 ․ 加害容疑者 ․ 参考人に対する調査を通じ真実を究明し、事件の結論を導き出すものとされている。 

もう少し具体的に言えば、「真実和解委員会」での真実究明の方法は ① 調査対象者 ․ 参考人に対する陳述書の提出要求、② 調査対象者 ․ 参考人に対する出席要求および陳述の聴取、③ 調査対象者 ․ 参考人 ․ 関係機関 ․ 施設 ․ 団体等に対する関連資料または物の提出要求、④ 関係機関 ․ 施設 ․ 団体等に対する調査と関連する事実 ․ 情報の照会、⑤ 鑑定人の指定および鑑定依頼25)などがその代表だ。 

　特に基本法第23条(真実究明の調査方法)の８項において、真実究明と関連し、資料および物の提出を命令された機関は正当な理由なしに拒否してはならぬと規定している。それは既存の国家過去史委員会に比べ真実究明の機能、すわなち調査権限が強化されたことを意味している。にもかかわらず、そうした調査権限の強制性が前提されていないため、依然として機関の協力のレベルにより左右される限界を抱えている。 

２の問題では真実の内容とそのレベル、意味や価値は陳述 ․ 証言 ․ 資料に比例し常に相対的であるため、絶対的な基準を設けるのが難しいという点がある。すなわち、証拠の分量や正確さが高いほど真実としてのレベルが上昇するのは事実なのだが、その一方、その基準が低い場合においても真実は真実なのだ。過去清算において真実は極めて抽象的で曖昧な概念であり、観点により選択の幅とそのレベルが縮小されたり拡大されるという性格をもっている。真実は観点、すわなち犠牲者中心の立場、また両者を包括する国家的 ․ 統合的観点からでも葛藤と分裂が起きることがある。 

現在、「真実和解委員会」をはじめとし国家の過去史関連の諸機構が採択している真実究明はたいがい因果関係による事実確認を中心とし、被害․加害関係を明らかにし、命令指揮系統や国家介入の有無を究明する方法だ26)。真実究明の完全な形は① 被害者の真実(証言)、② 加害者の真実(告白)、③ 両者の真実を立証する公式資料、この３つの構成要素が互いに一致したものだ。真実究明に置いてそうした構成要素を確保するという問題は簡単ではない。 

  たいがい、被害者の真実(証言)は一方的に犠牲となったという事情を反映し単純であるのに比べ、加害者の真実は計画や意図が介入してくるため複合的だ。被害者の真実の単純さと加害者の真実の複合性がもつ非対称的な関係は民間人集団犠牲事件をはじめとする大規模な虐殺事件において一層顕著である。被害者の真実は加害者の意図、行為の内で完全に復元される。また、自然と集団虐殺事件の場合、加害者への調査は全国的な指揮 ․ 命令系統および執行過程、法的 ․ 手続的正当性の是非、全体的な被害規模の算出とつながり、それらを全ての事件に適用し、真実を究明するのは極めて難しいことだ。     

  そこで、事件の対象により真実の構成要素の比率やレベルを相対化し、調節するという問題が提起される。過去清算に置いて国家の公式文書や証拠資料を通じ被害の事実を客観的に立証することはたやすくない。おのずと事件調査において国家の公式資料を一次的な要素と認め、そのレベルや比率を固定してしまう場合、被害者の立場からは被害自体は真実であるのに、公式な証拠をもって自らの真実を立証しなければならない難しさがある。すなわち、真実究明の方式において公式文書の証拠能力を絶対化したり過度に拡大する場合、被害の事実が明らかに存在するとしても真実を真実として認めてもらえず、いわゆる、被害者は存在するが、加害者は証明できないという逆説が現実となる。 

したがって、真実究明における被害者の証言と、すなわち私的 ․ 個人的な真実と被害 ․ 加害の容疑を客観的に立証する公式の真実との間で衝突が生じることがあるという現実を考慮しなければならない。そうした衝突を解消するためには公式証拠自体の絶対性と相対性との間でバランスを維持しなければならない。真実究明において公式文書に負けず劣らず被害者の証言を重視する必要がある。ほとんどの諸国の「真実和解委員会」は真実究明の最も重要な資料として証言に依存している27)。一部においては国家暴力の犠牲者たちが追求する真実の形を5W1Hの原則による法廷の真実(厳然たる事実)、心理的 ․ 身体的影響による感情的真実、命令系統や制度的構造に対する全般的真実などへと区分されている28)。それは被害者中心の観点から国家暴力の真実にアプローチするために、真実のレベルを拡大、多様化する試みだと理解できる。 

  被害者の真実は事実にだけ限られるものでなく、社会文化的、心理的領域に至るまでの広範囲にわたっている。真実究明において事実関係を確認する方法だけでは、被害者の真実の多様性を事実の有無や真偽の是非とで画一化してしまう危険性をもっている。そこで、真実の複合性を認め、真実究明の戦略を多様化する作業が要求されるのだ。 
� [訳注]原文の「韓半島」、「南韓」など総称としての「韓」は日本語圏での通例に従って「朝鮮」訳した。


� [訳注]1945年８月15日の解放から分断政権が誕生するまでの三年ほどの時期の社会空間をこのように呼ぶ。


� [訳注]「韓国戦争」、「韓半島」など南北を含めた総称として用いられる「韓国」、「韓」は日本語圏での通例にあわせて基本的に「朝鮮」と訳した。


� この統計値は刑務所に未決時に収監されていた相当数の未決囚を除いた最小の数値と見られ、そのため『韓国矯正史』（1987）において集計された統計値とも大きな差を見せている。


� 大田刑務所約3,500人、大邱刑務所約3,500人、釜山刑務所約4,000人、全州刑務所約1,000人、清州刑務所約1,000人、公州刑務所1,000人。この外の刑務所は集計されていない。そして政府記録保存所で発見された在所者人名簿、在所者人員一覧表、矯正統計表などを通して確認されたところによれば、釜山、大邱、馬山、大田で移監を名目として6,469人が虐殺されたものと見られる。全甲吉議員、書面対政府質問、2002．４．11．


� [訳注]韓国政府は朝鮮民主主義人民共和国を国内の「逆徒」とみなしていたため、人民軍の占領下などでこれに協力した者を「附逆者」と呼んだ。


� 1951年の法務部統計には在所者が2,964人と記されている（國防部政訓局戰史編纂委員會、1951、D 93-4）。


� 当時国防部の政訓局長であった李瑄根と大田の城南荘の主人である金今徳らは大田刑務所の「赤色収監者」が2,000人余りに達してただろうと証言している（中央日報社、1983、283-5）。


� ６月25日午後２時、張錫潤治安局長は全国の警察署と刑務所に「全国要視察人取締りおよび全国刑務所警備の件」を通牒した。内容は、全国の要視察者全員を即自拘束し全国の刑務所の警備を強化せよというものであった（이도영、2000、210-11；제주4・3사건　진상규명 및　명예회복위원회、2003、426）。


� 特警隊は1948年の麗順事件以後、いわゆる「共産・共匪分子」らによる国家機関への襲撃が立て続けに発生するや刑務所の自衛のために組織された機動打撃隊である（法務部韓國矯正史編纂委、1987、516）。


� 大田がすぐにも危険な状況に陥りうるとの米軍側からの通報により李承晩大統領夫婦と最側近たち（李哲源公報処長、黄圭冕秘書、金長興景武台警察署長ら）は７月１日午前３時に裡里～木浦を経て釜山へと向かう避難行を敢行した。そして同じ時間に全奎弘総務処長は二人の秘書官に命じて長次官ら政府要人たちに避難のために大田駅に集結するよう指示させた（中央日報社、1983、275-282）。この指示が「大田刑務所疎開事件」へとつながった。


� 이준영「증언: 내가 겪은 6・25-대전교도소 학살사건」『대전일보』1975.6.25.


� 「その時大田刑務所には共産主義者の囚人が多くて騒ぎがあったことを憶えています。しかし暴動とは言えず、一種の脱獄未遂でしたね。この時主導分子を即決処分するということで憲兵十人余りを現場に送ったことがあります。」（中央日報社、1983、284）しかし彼はこのお言葉に続けて次のように証言している。「その後囚人たちの大部分は釜山へと移送され裁判を通して黒白をはっきりさせました。」つまり在所者の大部分を釜山に移監させたというのである。しかし『韓国戦乱一年誌』の法務部統計を見ると大田刑務所から釜山刑務所へと移監させたという記録はなく、2002年４月に全甲吉議員が明らかにしたように移監という名目による虐殺が頻繁になされたことを考えるとき、事実ではないだろうと判断される。


� NARA RG407 Box3758 Army-AG RPTS 49-54 25ID SPTING DOCS 1-11 OCT 50 BOOK2.


� NARA RG319 Series Records of the Army Staff G-2 ID File, Box4622.


� 「A」は情報のソースが「完全に信じるに値する」を意味しており、「１」は情報の価値が「疑いなく真実である」を意味している。A-1はこれの組合せである。


� 当時清州刑務所の収容能力は500人であったが、戦争直後にはこれをはるかに超えて1,600人の在所者がいた。このうち陸軍刑務所から委託収監された軍人数が60人（麗順事件関連者）であったが、この人々は６月29日と７月２日の二度にわたって移監された。続いて「政治犯・思想犯」にあたる在所者たちを７月２～５日の四日間で相当数移監した。７月５日には予備召集した保導連盟員四百人余りを入所させ、６日にどこかに移監した。この全てを憲兵隊が主導した（홍두표、2006、107-120）。憲兵隊の引率で数百人が数日にわたって大田刑務所に入れられたという証言（정준섭、이규희）を見るなら、一部はどこかで虐殺され一部は大田刑務所に移監されたものと考えることができる。


� 預置囚は陸軍刑務所が一般刑務所に委託した在所者で、主に済州4・3事件と麗順事件の関係者が多かった。


� 名籍係は刑務所運営の核心になるもので、新たな入監者の身分状を作成し令状または判決書、執行指揮書その他の所要書類を検閲受容して釈放時まで完全に把握し、責任と刑期完了、執行停止その他の事由での出監時関係書類の検閲後釈放する業務を把握することとなっている（憲兵史編纂委員、1952、363-4）。


� 1952年に発刊された『韓国憲兵史』にどうしたわけでこのような内容が掲載されることとなったのだろうか。逆説的にも戦争という特殊な状況において編纂されたがゆえに可能となったと考えられる。「アカ」と潜在的な敵をひっとらえることは当時としては勲章ものだったからだ。そして本の構成が複雑でその内容の偏差がひどいことを見ると、各部隊の歴史を各部隊で整理して中央の編纂委員へと送付し、これといって手を加えることのないままに編纂されたものとみられる。


� 白源教は解放後西大門刑務所所長を務め、その分野の権威を認められて陸軍刑務所所長に抜擢された。歴代所長名簿には「白源教大尉」と記録されているが、筆者は７月６日頃には少佐に昇進していたと判断している。その判断の根拠として、白源教は後に第５代所長（1951.2.20-4.5）として復帰するが、この時の階級は中佐であった。階級が大尉であったのは49年と50年初頭の状況であったろうと考える。戦争以降には既に少佐に進級していただろう（憲兵史編纂委員、1952、362,376）。


� 1950年11月15日基準の「陸軍刑務所編成表」を参照した。『韓国憲兵史』末尾に機構編成表が収録されている。


� 沈倫は所長の副官として勤務した後、1951年１月25日に大尉として所長になった。その後一ヶ月間所長として活動した後、憲兵第１大隊へと転出した（憲兵史編纂委員、1952、374,376）。


� 李長官は次のように答えた。「今は戒厳令下ではないのか。戦闘中なのだから軍の要求通り出してやらねばな。…ただし…軍の命令には従うが後で何かあった時にはわたしと会って事前に相談したということは言わないでくれたまえ」（심규상、2000、77-78）


� 僧侶出身である白性郁長官は無能を理由に７月17日に更迭され、後任は趙炳玉であった。


� NARA RG153 Series183 Box1, Korean War Crimes Division, “Extract of Interim Historical Report”


� 文明国において国家による殺人は適法な手続きを経て法的な方法によってなされるときはじめて正当化の第一の関門を通過することができる。従ってその思想的性向や日頃の行動がどうであれ、適法な手続きによる処罰がなされたかどうかが重要なのである。そして形式的、手続き的要件が充足されたとしても実質的に正当化されうるかどうかは、また別の法律的検討を要する問題である（한인섭、2000、133）。
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